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１ 空き家対策の背景

適切な管理が行われていない空き家が、防災、衛生、景観等において地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす状況が全国
的に広がっていることから、地域住民の生命・身体・財産の保護と、生活環境の保全、空き家の活用のため平成27年「空家等対策
の推進に関する特別措置法」（以下特措法）が施行されました。
この特措法において、国や市町村が空き家等に関する施策を進めるための必要事項や、所有者の責務とともに、そのまま放置すれ
ば倒壊の恐れや保安上危険となる恐れのある家屋等を特定空き家と認定し、行政指導や措置などが行うための規定がされました。

「特定空き家」とは︖
【１】そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる
おそれのある状態

【２】そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれ
のある状態

【３】適切な管理が行われていないことにより著しく景観
を損なっている状態

【４】その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する
ことが不適切である状態
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２ 南相馬市の空き家・空き地対策への取り組み

市では、「利活用」「管理」「予防」の３つの柱を軸に空き家・空き地対策に取り組んでいきます。
これらをバランスよく、同時並行で取り組むことにより、相乗効果が生まれ、空き家・空き地問題の解決を目指していきます。
・空き家・空き地という資源を次の世代へと「つなぐ」
・空き家を持っている人や空き家を使いたい人、空き家で悩んでいる人、それぞれの想いや悩みに「よりそう」
・空き家・空き地問題に積極的に「いどむ」

01 利活用 02 管理 03 予防

空き家になっている建物が、周辺環境
に影響が出ないよう、また、状態が悪化
し「特定空き家」「管理不全空き家」に
ならないよう適切な管理の助言・指導を
行います。
すでに「特定空き家」「管理不全空き

家」となっている（可能性が高いもの）
建物は、「空き家の管理に関するガイド
ライン」に基づいて、適切な対応を行い
ます。

空き家になることを予防するため、悩
みや困りごとを一人でかかえることがな
いよう、空き家に関するさまざまな悩み
に対応できる相談体制を整えてまいりま
す。
また、単身高齢者世帯など、将来空き

家になる可能性が高い所有者などへの支
援・案内を行います。

状態のいい空き家に限らず、程度が悪
く手がかかりそうな空き家でも、活用方
法を模索し、リノベーション方法の提案
などを行うことで、さまざまな空き家を
積極的に利活用する施策を進めます。

将来的には、あらゆる空き家を活用で
きるビジネスモデルを構築し、不動産流
通の活性化につなげていきます。
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3 これまでの市の空き家対策の取り組み

平成２６年

４月 １日 南相馬市空き家・空き地バンク
東日本大震災からの復興に向けた住宅の確保および生活再建を促進するために開始

平成２７年

５月２６日 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）」が全面施行
※そのまま放置すれば倒壊の恐れや保安上危険となる恐れのある家屋等を特定空き家と認定し、
行政指導や措置などを行うための規定平成２９年

南相馬市空家等対策協議会設置要綱に基づき、南相馬市空家等対策協議会を設置
４月１日 南相馬市空家等対策協議会設置要綱施行
９月５日 第１回南相馬市空家等対策協議会

・空家等対策の推進にかかる特別措置法の概要及び協議会の設置について
・空家対策の現状について
・南相馬市空家対策計画について

12月１日 第２回南相馬市空家等対策協議会
・南相馬市空家対策計画（素案）について平成３０年

２月６日 第３回南相馬市空家等対策協議会
・南相馬市空家等対策計画（案）について

２月 南相馬市空家等対策計画策定
・計画期間 平成３０年３月から令和１０年３月までの１０年間

５月～ 市内全域で空き家実態調査を実施し、１，４８８件の空き家候補を確認
（内訳） 小高区４０３件、鹿島区２０２件、原町区８８３件

令和５年

令和５年１月１０日 市の業務委託により、空き家と住まいの相談窓口「ミライエ」を開設
平成３０年に実施した空家実態調査後に増加した空き家の実態を把握するため、各区行政区の協力により、
５年振りに市内全域の空き家実態調査を実施（調査期間︓令和５年６月～令和６年３月）
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4 空き家の管理に関する支援について

市では令和５年３月に「空き家の適切な管理に関するガイドライン」（以下、ガイドライン）を策定し、空き家所有者が適切に
管理する責務のほか、危険な状態・周辺環境に悪影響のある空き家を「特定空き家」に認定する基準を策定し、適正管理
へ向けた周知を図っております。
さらには、令和５年４月より、ガイドラインの特定空き家認定基準に基づいて、「特定空き家」、「管理不全な空き家」に認
定を受けた空き家について、空き家所有者の解体を支援するための補助制度を創設し、管理不全な空き家の減少に向けた
取り組みを進めております。

対象となる空き家 補助金額 補助率

特定空き家 上限100万円 1／2

管理不全な空き家 上限 75万円 1／2

備考︓補助金額は1,000円未満は切り捨てる。

内容
・ 空き家の管理に関するガイドライン
（空き家管理の手続きや措置について規定）

所有者の責務

行政の関わり方

特定空き家認定基準

・ 空き家解体支援事業補助金


